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土地の処分について 

 

１ 概要 

（１）物件の表示 

所  在 地  番 地  目 面  積 

長崎市田中町 513番 2 雑種地 22,409.12平方メートル 

 

（２）契約の相手方 京都市左京区一乗寺大新開町 42番地の 5 

株式会社 皆藤製作所 

代表取締役 皆藤 公輔 

（３）契約方法 地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号及び市有地の売払いに 

関する基準第 2条第 5項第 7号に基づく随意契約 

（４）予定価格 266,669千円 

（５）契約金額 266,669千円 

（６）処分に至る経緯 

長崎市が九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生土を活用し、企業立地

用地として造成し企業誘致を進めてきた市営工業団地「田中町企業立地用地」のうち

「区画①」（Ｐ５ 位置図参照）について、長崎市田中町企業立地用地分譲先選定審査

会における審査を経て、株式会社皆藤製作所を分譲先として決定したことから、売却

を行うもの。 

（７）契約相手方の選定方法 

   田中町企業立地用地分譲先の企業に関する審査を行うため、外部有識者による附属機

関を設置。 

  ア 名  称 長崎市田中町企業立地用地分譲先選定審査会 

  イ 委 員 数 ５名 

  ウ 委員構成  

審議に必要な視点 団 体 名 役職等・氏名 備考 

基幹産業の発展や成長分野

の育成に関する視点 

国立大学法人 

長崎大学経済学部 

教授 

西村 宣彦 
会長 

産学連携の視点 
国立大学法人 

長崎大学研究開発推進機構 

准教授 

竹下 哲史 
 

事業の実現性、財務状況の

安定性に関する視点 
九州北部税理士会長崎支部 雪澤 知之  

雇用機会の拡大に関する視

点 

公益財団法人 

長崎県産業振興財団 

本部長 

福重 武弘 
 

地場企業振興、地域貢献に

関する視点 
株式会社十八親和銀行 

地域振興部長 

艶島  博 
 

(順不同・敬称略)   
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エ 評価基準 

評 価 項 目 評 価 内 容 評点 

１ 企業概要 

(20点) 

⑴ 業種等 企業の業種等について評価する。 １５ 

⑵ 企業情報 

(適合確認) 

 企業の経営状況、財務状況の安定

性等について評価する。 
適 

⑶ 企業規模 
 資本金、従事者数、売上高などに

ついて評価する。 
５ 

２ 事業計画 

(40点) 

⑴ 事業内容 
 本地区で展開する事業計画につ

いて評価する。 
１３ 

⑵ 事業見通し 

 今後５年間の事業計画と成長性、

産学連携の可能性等について評価

する。 

８ 

⑶ 立地の効果 

 地域における産業構造等を踏ま

え、本市経済に及ぼす立地の効果に

ついて評価する。 

１４ 

３ 雇用計画 

(20点) 
⑴ 雇用創出効果 

企業立地後の新規雇用予定者数

による雇用創出効果について評価

する。 

１７ 

４ 地域貢献活動 

(5点) 

⑴ 産業経済活動 
商工団体への加入、資材・材料の

市内調達等について評価する。 

５ 

⑵ その他 

美化活動、防犯・防災・災害時活

動、教育・文化・地域交流活動、福

祉活動について評価する。 

５ 環境配慮計画 

(適合確認) 

⑴ 計画内容・ 

  周辺対策 

 企業から発生する騒音や振動、悪

臭への対策や周辺対策(周辺の日陰

対策、交通対策等)、温室効果ガスの

削減等について評価する。 

適 

６ 特別評価事項 

(15点) 
⑴ 特別評価事項 

 特別に評価すべき事項があれば

加点する。 
７ 

計 100点 
 

８４ 

    ※評点（全委員平均）の計が 70点を下回る場合は分譲しない。 

   

  オ 審査会委員の主な意見 

   ・今後も市場拡大が見込まれる業種である。 

   ・極めて有望な事業分野であり、波及効果も期待できる。 

   ・地場企業との連携を強化し、活性化につなげて欲しい。 

   ・雇用、人材育成の考え方は評価できる。 
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カ 処分に係る主な条件 

財産の取扱い 備考 

現状引き渡し 

●用途指定 

 ・契約成立日から３年以内に提案した事 

業の用途に供する 

 ・契約成立日から 10年間は提案した事業 

の用途で使用 

●禁止事項（契約成立日から 10年間） 

 ・風俗営業等に類する業の用の禁止 

 ・公序良俗に反する用の禁止 

●買戻し特約（契約成立日から 10年間） 

 

 

２ 位置図 
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３ 企業概要 

企 業 名 株式会社皆藤製作所 

設 立 1965年 4月 27日（創業 1959年 1月 15日） 

本社所在地 

（登記上の本店所在地） 

滋賀県草津市東草津 2丁目 9番 61号 

（京都市左京区一乗寺大新開町 42番地の 5） 

資 本 金 3,000万円 

従 業 員 数 92人（2022年 10月時点） 

業 種 生産用機械器具製造業 

 

 

４ 事業概要（案） 

（１）建設計画の概要 

区 分 １ 期 ２ 期 

建 設 内 容 組立工場建設 加工工場兼事務所棟建設 

操 業 時 期 2024年 10月（予定） 2027年（予定） 

建 築 面 積 5,400㎡ 1,000㎡ 

延 床 面 積 10,800㎡ 2,000㎡ 

雇 用 計 画 35人 

事 業 内 容 
リチウムイオン電池・全固体電池など各種電池、各種コンデンサ、電

気二重層キャパシタの製造装置及び各種自動化機械装置の設計・製造 

 

（２）設備投資 

区 分 １ 期 ２ 期 全 体 計 画 

土 地 費 267,000千円 － 267,000千円 

建 設 費 2,500,000千円 600,000千円 3,100,000千円 

機械設備費 255,000千円 200,000千円 455,000千円 

環境整備費 10,000千円 5,000千円 15,000千円 

そ の 他 10,000千円 10,000千円 20,000千円 

計 3,042,000千円 815,000千円 3,857,000千円 
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（３）事業拠点 

所 在 地 拠 点 名 敷 地 面 積 

滋 賀 
草津本社工場 7,923㎡（2,396坪） 

瀬田工場 19,150㎡（5,792坪） 

京 都 京都連絡事務所 261㎡（79坪） 

長 崎 長崎工場（仮称） 22,409.12㎡（6,790坪） 

 

 

【配置計画図】 

 
 

 

５ 今後の予定 

年 月 内 容 

令和５年３月（議決後）

から４月 

・売買代金受領後、所有権移転登記 

・登記完了後、登記事項識別情報通知書を交付、引き渡し

完了 
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６ 土地売買仮契約書（写） 
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７ 参考 

（１）これまでの経緯 

時 期 内 容 

平成 26年度 
２月 

(議会) 
用地取得費予算の計上（有効利用面積：約 3.8ha） 

平成 27 年度 ９月 
一部の用地取得断念。開発面積及び有効利用面積を変更 

（開発面積：約 14.3ha、有効利用面積：約 2.6ha） 

平成 28 年度 12月 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、「機

構」という。）と新幹線建設発生土（71 万㎥）の搬入に係

る協定を締結 

平成 29年度 
４月 機構による発生土の搬入開始 

３月 協定変更（搬入量：71 万㎥→59万㎥、有効面積：約 2.4ha） 

平成 30年度 
２月 

(議会) 
機構施工工事の遅延に伴う工期の延長について報告 

令和元年度 

11月 

(議会) 
埋め土の発見及び土壌調査等の実施について報告 

２月 

(議会) 
埋め土調査結果及び整備計画の変更見込みについて報告 

令和２年度 

６月 
埋め土に伴う造成計画の変更について機構と合意 

協定変更（搬入量：59万㎥→61 万㎥、有効面積：約 2.4ha） 

９月 

(議会) 

仕上げ工事の修正設計及び一部工事費(上水道)に係る予算

の計上 

１月～３月 
仕上げ工事の修正設計実施 

仕上げ工事費予算の計上(２月議会) 

令和３年度 

４月～ 仕上げ工事を順次施工 

11月 

(議会) 

仕上げ工事費予算の増額補正。全体工期の延長に伴う分譲

開始予定時期の見直し(令和４年４月→令和４年８月) 

令和４年度 

６月 仕上げ工事完了 

８月 分譲申込受付開始 

１０月 株式会社丸野を「区画②」の分譲先に決定 

１１月 株式会社皆藤製作所を「区画①」の分譲先に決定 
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（２）市有地の売払いに関する基準（抜粋） 

 

（契約締結の方法等） 

第 2条 市長は、市有地を売払おうとするときは、地方自治法施行令（昭和 22年政令第

16号）第 167条の 2第 1項各号に規定する場合を除き、一般競争入札によるものとす

る。 

5 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号の規定により随意契約によることができ

るものは、次に掲げるものとする。 

(1)～(6) 省略 

(7) 企業誘致のためなど市の施策として特定の者へ売払うとき。 

 

 

（３）現地写真 

 


